
懲 戒 処 分 に つ い て

北 海 道 教 育 委 員 会

令 和 ４ 年 ( 2 0 2 2 年 ) ３ 月 1 6 日 付

担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208

番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要

停職１か月 令和３年９月22日、十勝管内の温泉施設の女性用露天風呂を

清水町 中学校 窃視した。

１

教 諭 男 性 （35歳）

戒告 令和２年10月14日及び11月12日の勤務時間中に、校長室にお

檜山管内 小学校 いて、個人的なトラブルに関し謝罪に訪れた女性に対し、大声

２ を出し責めるなどして精神的苦痛を与えた。

校 長 男 性 （60歳）


